
 

岩石採取計画認可申請事務手続フロー 

 

新規認可申請の流れ 

申 請 者 広島市 他法令等（関係機関等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

手数料領収証書添付 

認可通知書の受領 

現地調査・審査 

（調査報告書の作成） 

（標準処理期間９０日） 

認可申請書の提出 

補正事項等の整備 

・森林法 

・道路法（道路加工承認等） 

・河川法 

・文化財保護法 

・普通河川等保全条例等 

・その他 

他法令の許認可等 

補正した 

添付書類等の提出 

関係機関等への意見照会

（現地説明会の開催） 

関係機関等からの 

意見に基づく協議等 

認可申請書の受付 

対応状況等の確認 

（指示事項及び必要な
許認可等の確認等） 

対応状況の報告 

（対応書の提出等） 

又は 

不認可通知書の受領 

不服があるときは､３か月
以内に､公害等調整委員会
に裁定の申請ができる。 

認可した旨の通知 

不認可した旨の通知 

（新規の手数料５万６千円） 

他法令の許認可等につい

て、 

必要な手続や措置等につい

て関係機関等の意見を付

す。 

（認可対象の確認後に収受） 

必要書類の有無の確認 

（認可申請） 

岩石採取場の区域が他の市町

にわたる場合又は当該申請に

係る岩石の採取に利害関係を

有すると認められる周辺市町

がある場合は，当該市町長の

意見を付す。 

指示事項の提示 

補正した 

添付書類等の確認 

認可通知書の交付 

不認可通知書の交付 



 

変更認可申請のフロー図 

認可を受けた採石業者 広島市 他法令等（関係機関等） 

   

 

  

他法令の許認可等につい
て，必要な手続や措置等に
ついて関係機関等の意見を
付す。 

変更認可申請書の提出 

他法令の申請等 

（変更により必要 

となる手続等） 

変更事項の発生 

・岩石採取場の区域及び掘削区域の両方

又は一方を拡張した結果、採取方法、災害
防止設備等が全く一新され、従来の事業
実施の態様が抜本的に変更される場合

は、法第３３条の認可が必要（これ以外
の場合でも、法第３３条の認可の手続き
によることは可能） 

（軽微な変更の場

合） 軽微な変更の 

届出書の提出 

届出書の受付 

（形式上の要件の確認） 

採取計画の軽微な変更 

⑴区域の縮小等 

⑵岩石採取量の減少等 
⑶施設等の設置場所の変更等 
⑷その他市長が軽微な変更と認めるもの 

・森林法 
・道路法（道路加工承認等） 
・河川法 
・文化財保護法 
・普通河川等保全条例等 
・その他 

手数料領収証書添付 

（変更の手数料３万３千円） 

認可通知書の受領 

現地調査・審査 

（調査報告書の作成） 

※ 新旧対照を添付してください。 

補正事項等の整備 

補正した 

添付書類等の提出 

関係機関等の意見照会

（現地説明会の開催） 

関係機関等からの意見

に基づく協議等 

対応状況等の確認 

（指示事項及び必要な
許認可等の確認等） 

対応状況の報告 

（対応書の提出等） 

認可した旨の通知 

岩石採取場の区域が他の市町

にわたる場合又は当該申請に

係る岩石の採取に利害関係を

有すると認められる周辺市町

がある場合は，当該市町長の

意見を付す。 

又は 

不認可通知書の受領 

不服があるときは､３か月
以内に､公害等調整委員会
に裁定の申請ができる。 

 

不認可した旨の通知 

（↓以下、新規認可申請と同じ。） 

（軽微な変更以外の変更） 

変更認可申請書の受付 

補正した 

添付書類等の確認 

不認可通知書の交付 

認可通知書の交付 

指示事項の提示 



 

事前協議書の提出から終了までの流れ 

申請者（採石業者） 広島市 

  

  

 

  

 

事前協議書の提出 

指示事項の提示 

(改善を要する場合等) 
指示事項の整備 

結果通知の受領 

（事前協議の終了） 

現地調査 

（指示事項の確認） 

認可期間の加算 

（最長４年）の決定 

報告書類（写真等）の提出 

認可を受けようとする日の 

６か月前までに提出 

事前協議書の受付 

現地調査・評価 



 

岩石採取の着手から完了までの流れ 

認可を受けた採石業者 広島市 他法令等（関係機関等） 

   

 

着手届の提出 

岩石採取の終了 

（認可期間の終了） 

届出書の受理 

関係課へ意見照会 

定期（１年ごと）点検の実

施・報告（実施後、２週間

以内に報告） 

 

着手から完了までの

間、災害等の発生を防

止するため、申請者に

対し、指導・措置命令を

行い、それに従わない

場合は罰則規定が適用

されることがありま

す。 

技術的基準に不適合
の場合、必要な措置等
について指導 

（着手後速やかに） 

災害発生時の報告 

（発生後直ちに通報） 

報告書の受付 

 

その他市長が定める業
務の状況に関する報告 

届出書の写しの受取 

現地調査（防災措置状況の確認）、必要な防災措置の指示等 

 

進捗状況及び災害防止措置
の実施状況の報告・確認 

休止・廃止届書の提出 

現地調査 

（認可図面との確認） 

届出書の写しの受取 

届出書の写しの受取 

 

届出書の写しの受取 

 

技術的基準に適合 

採取跡整備の実施 

採取後から順次緑化。 

認可期間終了後２年間 

は必要な措置等を実施 

廃止届 

届出書の写しの受取 

 写し 

着手届の受付 

現地調査 

届出書の受付 

 

届出書の写しの交付 

届出書の写しの交付 

（決裁後に交付） 

写し 

供覧 

（６か月以上休止等する場

合） 

採取計画を変更する場合：変更認可申請のフロー図参照 

 


